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午後３時30分開会 

○若年支援課長 本 日 の 傍 聴 人 等 を ご 案 内 い た し ま す 。本 日 で ご ざ い ま す が 、報 道 は ゼ

ロ 、 傍 聴 人 は 10 名 と な っ て お り ま す 。 そ れ で は 傍 聴 人 を ご 案 内 い た し ま す 。  

＜ 傍 聴 人 入 室 ＞  

○ 若 年 支 援 課 長  そ れ で は 審 議 会 を 始 め さ せ て い た だ き ま す 。現 在 ご 出 席 い た だ い て

お り ま す 委 員 の 方 は 16 名 で 、条 例 第 24 条 第 １ 項 に 定 め ま す 、審 議 会 の 開 催 に 必 要

な 定 足 数 に 達 し て お り ま す こ と を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。そ れ で は 会 長 、議 事 進 行 を

お 願 い い た し ま す 。  

○ 会 長  で は た だ 今 か ら『 第 731 回 東 京 都 青 少 年 健 全 育 成 審 議 会 』を 開 催 い た し ま す 。

お 手 元 の 議 事 次 第 に 従 い ま し て 議 事 進 行 を 行 っ て ま い り ま す 。  

そ れ で は 議 事 の ２『 条 例 に 基 づ く 事 務 の 施 行 経 過 説 明 』に つ い て 、事 務 局 か ら 説

明 を お 願 い い た し ま す 。  

○ 若 年 支 援 課 長  は い 。条 例 に 基 づ く 事 務 の 施 行 経 過 等 に つ い て 、ご 説 明 い た し ま す 。

『 次 第 』と 書 か れ て お り ま す 資 料 の 表 紙 を お め く り い た だ き ま し て 、１ ペ ー ジ を ご

覧 い た だ き た い と 存 じ ま す 。 前 回 審 議 会 以 降 の 11 月 ８ 日 か ら 12 月 12 日 ま で に 実

施 い た し ま し た 本 審 議 会 事 務 局 の 動 き を ま と め た も の で ご ざ い ま す 。  

前 回 審 議 会 の ご 意 見 を ふ ま え ま し て 、不 健 全 図 書 類 の 指 定 に つ い て は ２ 誌 を 指 定

図 書 類 と す る こ と 、 １ 作 品 を 優 良 映 画 と し て 推 奨 す る こ と を 決 定 い た し ま し た 。  

11 月 11 日 に プ レ ス 発 表 、 店 舗 及 び 関 係 団 体 等 へ の 周 知 を 行 い ま し て 、 不 健 全 図

書 類 に つ き ま し て は 11 月 12 日 に 告 示 を 、 ま た 優 良 映 画 に つ き ま し て は 、 11 月 16

日 に 公 告 を い た し ま し た 。  

ま た 、 青 少 年 や そ の 保 護 者 等 を 対 象 に 『 フ ァ ミ リ e ル ー ル 講 座 』 を 合 計 41 回 開

催 い た し ま し た 。  

ま た 、本 審 議 会 に 先 立 ち ま し て 、12 月 ８ 日 に 出 版 業 界 自 主 規 制 団 体 と の 打 合 せ 会

を 実 施 し 、本 日 諮 問 い た し ま す 図 書 類 に 関 す る ご 意 見 を い た だ い て お り ま す 。意 見

聴 取 の 内 容 は『 自 主 規 制 団 体 か ら の 聴 き 取 り 結 果 』と し て ま と め 、調 査・ 審 議 事 項

の 資 料 に 添 付 し て お り ま す 。  

２ ペ ー ジ で ご ざ い ま す が 、過 去 １ 年 間 の 不 健 全 図 書 類 の 指 定 実 績 を 載 せ て お り ま
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す 。ま た ３ ペ ー ジ で ご ざ い ま す が 、過 去 １ 年 間 の 優 良 映 画 の 推 奨 実 績 を 載 せ て ご ざ

い ま す 。  

不 健 全 図 書 に つ き ま し て は 、過 去 １ 年 間 に 不 健 全 指 定 を ６ 回 受 け た 場 合 に 、事 業

者 に 対 し 勧 告 を す る 制 度 が ご ざ い ま す が 、累 回 指 定 に よ る 勧 告 の 対 象 と な り ま し た

事 業 者 は 今 月 も ご ざ い ま せ ん 。  

４ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。都 が 委 嘱 し て お り ま す 、東 京 都 青 少 年 健 全 育 成 協 力 員

の 11 月 の 活 動 状 況 を 載 せ て ご ざ い ま す 。11 月 ま で に 委 嘱 し て お り ま す 協 力 員 は 781

名 で す 。 11 月 の 活 動 者 数 は 69 名 、 調 査 店 舗 数 は 472 店 舗 で ご ざ い ま し た 。  

確 認 す る 図 書 類 は 、不 健 全 図 書 と し て 指 定 し た『 不 健 全 指 定 図 書 類 』、「 成 人 向 け 」

な ど の 成 人 マ ー ク 付 き の『 表 示 図 書 類 』、青 い 半 透 明 の シ ー ル で 止 め る こ と で 、青 少

年 が 容 易 に 閲 覧 で き な い 措 置 が さ れ た 、小 口 シ ー ル 止 め 誌 の『 類 似 図 書 類 』の ３ 種

類 で ご ざ い ま す 。  

こ の ３ 種 類 の 図 書 類 に つ い て 、協 力 員 の 調 査 結 果 を そ れ ぞ れ 表 に 示 し て お り ま す 。 

ま ず 、不 健 全 指 定 図 書 類 、表 示 図 書 類 、及 び 類 似 図 書 類 に つ い て 、問 題 の あ る 店

舗 は ご ざ い ま せ ん で し た 。  

ま た 、青 少 年 へ の 販 売 等 を 制 限 す る 制 限 掲 示 が な か っ た 店 舗 は ３ 店 舗 ご ざ い ま し

た 。  

な お 、不 健 全 指 定 図 書 類 に 関 す る 通 報 等 に 基 づ く 立 入 調 査 は ご ざ い ま せ ん で し た 。 

続 き ま し て ５ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。こ ち ら は 都 の 職 員 に よ る 独 自 の 立 入 調 査 等

の 実 施 状 況 を 記 載 し た も の で ご ざ い ま す 。 １ 番 目 の 表 、 書 店 等 へ の 立 入 調 査 で は 、

表 示 図 書 類 の 取 り 扱 い 不 適 切 な 店 舗 が １ 店 舗 ご ざ い ま し た 。２ 番 目 の 表 、映 像 ソ フ

ト・ゲ ー ム ソ フ ト 専 門 店 等 へ の 立 入 調 査 で は 、指 定 ソ フ ト 、表 示 ソ フ ト 、類 似 ソ フ

ト に つ き ま し て 、 取 り 扱 い 不 適 切 な 店 舗 は ご ざ い ま せ ん で し た 。  

  ３ 番 目 の 表 、 カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス 、 ま ん が 喫 茶 等 へ の 実 態 調 査 に つ い て は 、 11 月      

は 実 施 し て ご ざ い ま せ ん 。４ 番 目 の 表 、古 物 商 へ の 立 入 調 査 で は 、問 題 の あ る 店 舗

は ご ざ い ま せ ん で し た 。  

問 題 の あ り ま し た 店 舗 に つ き ま し て は 、そ の 場 で 是 正 措 置 を 含 め 、条 例 を 順 守 す

る よ う 指 導 し て お り ま す 。  
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続 き ま し て ６ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。こ ち ら は 雑 誌・ビ デ オ 類 等 に 関 す る 自 動 販

売 機 の 届 出 等 の 施 行 状 況 を 掲 載 し て ご ざ い ま す 。先 月 と 変 動 は ご ざ い ま せ ん 。ま た 、

自 動 販 売 機 の 立 入 調 査 に つ き ま し て は ６ 台 調 査 を 行 い ま し て 、問 題 の あ る 自 動 販 売

機 は ご ざ い ま せ ん で し た 。  

事 務 の 施 行 経 過 に つ い て は 、 以 上 で ご ざ い ま す 。  

○ 会 長  は い 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

た だ 今 の 説 明 に つ い て 、ご 質 問 等 ご ざ い ま し た ら お 願 い し ま す 。よ ろ し い で し ょ

う か 。  

そ れ で は ご 質 問 が ご ざ い ま せ ん の で 、 調 査 ・ 審 議 事 項 に 移 り た い と 思 い ま す 。  

本 日 は 、不 健 全 図 書 類 の 指 定 に つ い て の 諮 問 で ご ざ い ま す 。よ ろ し く お 願 い い た

し ま す 。  

調 査・審 議 事 項 は 非 公 開 と な り ま す の で 、委 員 、事 務 局 職 員 以 外 の 方 は こ の 段 階

で ご 退 出 を お 願 い い た し ま す 。  

＜ 傍 聴 人 退 室 ＞  

○ 会 長  で は 再 開 い た し ま す 。本 日 の 諮 問 事 項 に つ き ま し て 、事 務 局 か ら 説 明 を お 願

い い た し ま す 。  

○ 若 年 支 援 課 長  は い 。そ れ で は 本 日 の 諮 問 事 項 に つ い て ご 説 明 を い た し ま す 。お 手

元 の 資 料 の う ち 、『 調 査 ・ 審 議 事 項 』 と 記 載 さ れ て お り ま す 資 料 に そ っ て ご 説 明 い

た し ま す 。  

本 日 は １ 誌 の 不 健 全 図 書 類 の 指 定 に つ い て の 諮 問 で ご ざ い ま す 。  

『 調 査・審 議 事 項 』と 記 載 さ れ て お り ま す 資 料 を お め く り い た だ き ま し て 、１ ペ

ー ジ を ご 覧 い た だ き た い と 存 じ ま す 。 諮 問 第 1161 号 で ご ざ い ま す 。  

２ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 諮 問 図 書 類 及 び 指 定 基 準 該 当 箇 所 一 覧 で ご ざ い ま す 。

こ ち ら に 記 載 さ れ ま し た 図 書 類 は 、令 和 ３ 年 10 月 27 日 か ら 令 和 ３ 年 11 月 29 日 ま

で の 間 に 、都 内 の コ ン ビ ニ・書 店 等 で 、青 少 年 が 容 易 に 手 に 取 り 閲 覧 で き る 場 所 に

陳 列 さ れ て い る も の か ら 購 入 い た し ま し た 計 104 誌 の う ち か ら 、資 料 ８ ペ ー ジ 、９

ペ ー ジ に 記 載 し て ご ざ い ま す 、 条 例 施 行 規 則 第 15 条 の 指 定 基 準 に 基 づ き ま し て 、

指 定 図 書 類 の 候 補 と し て 選 定 し た も の で ご ざ い ま す 。  
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図 書 名 が 「 DAISY COMICS『 淫 魔 Ga 豆 腐 め ん た る 』」、 令 和 ３ 年 11 月 30 日 に 株 式

会 社 英 和 出 版 社 よ り 発 行 さ れ て お り ま す 。 過 去 １ 年 間 の 指 定 は ご ざ い ま せ ん 。  

該 当 箇 所 に つ き ま し て は 、 全 編 大 部 分 で ご ざ い ま す 。  

該 当 指 定 基 準 は 、 条 例 施 行 規 則 第 15 条 第 １ 項 第 １ 号 イ ・ ロ 、 著 し く 性 的 感 情 を

刺 激 し 、 青 少 年 の 健 全 な 成 長 を 阻 害 す る お そ れ が あ る も の 、 で ご ざ い ま す 。  

購 入 場 所 は 書 店 で ご ざ い ま す 。  

本 審 議 会 の 諮 問 に 先 立 ち ま し て 、12 月 ８ 日 に 自 主 規 制 団 体 か ら 意 見 を 聴 取 し て お

り ま し て 、そ の 内 容 を ３ ペ ー ジ に 取 り ま と め て お り ま す 。３ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。

当 日 は 16 名 の 方 が 出 席 を さ れ ま し た 。自 主 規 制 団 体 の ご 意 見 と し ま し て は 、「指 定

や む な し 」の 意 見 が 10 名 で ご ざ い ま す 。そ の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、「人 格 否 定

や 暴 力 的 な 場 面 は な く 、擬 音 や 体 液 の 描 写 も 多 く は な い が 卑 わ い 感 は 否 定 で き な い 。

性 器 の 修 整 に つ い て は 、一 定 の 配 慮 は 感 じ ら れ る が 、形 状 が 分 か る も の も 見 受 け ら

れ る 。全 体 を 通 し て 、性 交 シ ー ン も そ こ ま で 多 く は な い が 、総 合 的 に 判 断 し て 指 定

該 当 」 な ど で ご ざ い ま す 。  

「 指 定 非 該 当 」の 方 は ５ 名 で 、そ の 主 な 内 容 は 、「全 体 的 に 内 容 は コ ミ カ ル で そ ん

な に 卑 わ い な 感 じ は し な い 。性 器 に つ い て は 、は っ き り 描 か れ て る 訳 で も な く 、こ

の 程 度 で あ れ ば そ れ ほ ど 問 題 は な い 。 指 定 非 該 当 。」 な ど で ご ざ い ま す 。  

な お 保 留 の 方 が １ 名 お ら れ ま し た 。  

説 明 は 以 上 で ご ざ い ま す 。  

○ 会 長  は い 。あ り が と う ご ざ い ま し た 。た だ 今 の 事 務 局 か ら の 説 明 に つ い て ご 質 問

ご ざ い ま す か 。よ ろ し い で し ょ う か 。で は 調 査 に 入 っ て く だ さ い 。よ ろ し く お 願 い

い た し ま す 。  

＜ 図 書 審 査 ＞  

  それでは図書をご覧いただけたようですので、各委員の方からご意見をお伺いしてまいり

ます。それでは髙島委員お願いいたします。 

○髙島委員 はい。指定該当でお願いしたいと思います。コミカルではありますが、擬音や体

液描写の量、それから性器の修整の甘さから判断いたしました。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。次にＩ委員お願いします。 
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○Ｉ委員 はい。指定該当でお願いいたします。人格否定や暴力的な行為は、感じられる箇所

はないものの、性器の消しが甘いこと、そして薬物を使用している場面もあり、内容と描写

は区分陳列の範囲だと思います。以上です。 

○会長 ありがとうございました。次にＨ委員お願いいたします。 

○Ｈ委員 はい。私は成人向けと販売するということで指定該当であると考えます。内容と作

品自体はまあコミカルであって、青少年の成長に悪影響を与える内容ではないというふうに

も受け取れますが、性交のシーンが多いということと、性器の強調している部分がかなり多

いなと感じているところ、また自主規制団体からの聴き取り結果も、16名のうち10名が指定

該当やむなしというところでありますので、指定該当でお願いいたします。 

○会長 はい。ありがとうございました。次にＣ委員お願いいたします。 

○Ｃ委員 指定該当でお願いいたします。明るい本当にコミカルなタッチで描かれています

し、人間ではないものが主人公ではありますけれども、全般的に性行為、性描写が多く、指

定該当でお願いいたします。 

○会長 はい。ありがとうございました。次に亀田委員お願いいたします。 

○亀田委員 指定該当でお願いいたします。東京都の規則で定める基準15条のイでもロでもど

ちらでも当てはまると考えます。人格否定がないとか、コミカルだからということは、指定

非該当の理由にはならないと考えます。 

○会長 はい。ありがとうございました。次にＡ委員お願いいたします。 

○Ａ委員 はい。暴力的でもなく、性的行為が多いといえば多いというところではあります

が、露骨ということではなく、それほど卑わい感は感じません。この第15条に照らし合わせ

ましても先ほど該当するとおっしゃる委員もいましたが、私としてはそれが卑わいな感じを

与えないというところも含めて、完全に当てはまるとはちょっと言い難いかなというふうに

思っております。私は保留ということでお願いいたします。 

○会長 はい。ありがとうございました。次にＤ委員お願いいたします。 

○Ｄ委員 はい。毎月不健全とか有害図書対象の書籍を調査する検討会を行っておるんですけ

れども、そこにもこの図書は上がってきてないんですね。上がってきてない理由のひとつ

が、タイトルの『淫魔Ga豆腐めんたる』って何かよく分からないものだからなんです。淫魔

とかっていう表現が出て、最凶魔王、最弱淫魔と帯に書いてあったりして、どういう内容だ
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ろうというふうな気はするんですけども、ご覧になって分かりますが、コミカルっていうか

コメディタッチでなんとなくファンタジーな作品で、しかもその卑わい感、人格否定もほと

んどどのシーンを見ても感じられなくて、セックスシーンも絵の装飾が多様かつ派手で何か

どこがセックスしてるのかと思うようなシーンが多いんですね。青い付箋がたくさん付いて

おりますけれども、この青い付箋のところで15条の第１項のイ、ロに当てはまる性的な興奮

を感じるのかなと。２～３カ所はちょっとあるような気もするんですけども、ただそれも非

常にコミカルに描かれてて、しかも装飾があってどういうシーンなのかよく分からないんで

すね。正直なところ、自主規制団体の10名が指定該当、５名が指定非該当にしているんです

けども、私はこれは当てはまらないというふうに考えております。この程度の戯作的な作品

といいますか、ファンタジーコミカルな作品を、表現の自由の立場から考えても何か制限を

加えるということに対してちょっと違和感を感じるんで、私はこれは当てはまらないという

ふうに判断いたします。 

○会長 はい。ありがとうございます。非該当でよろしいですか。 

○Ｄ委員 はい。非該当でお願いします。 

○会長 はい。では次に横山委員お願いいたします。 

○横山委員 はい。私は結論申し上げますと、指定該当と考えます。理由は性器は消しており

ますけれども結合部分を強調しているという部分が散見されます。また体液描写もあります

し、首輪それから鎖というような表現もありますし、薬物を連想させる描写もあると思いま

すので、指定該当と考えます。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。次に新内委員お願いいたします。 

○新内委員 指定該当でお願いしたいと思います。性的行為の露骨な描写というのが非常に多

いと感じました。以上です。 

○会長 ありがとうございます。次にＩ委員お願いいたします。 

○Ｉ委員 はい。指定該当でお願いします。コミカルなタッチで、また明るいストーリーでも

ありますが、性交描写は頻繁に出てきますし、擬音や体液描写も決して少なくはありません

ので、指定やむなしでお願いいたします。 

○会長 はい。ありがとうございました。次にＪ委員お願いいたします。 

○Ｊ委員 はい。指定非該当でお願いいたします。自主規制団体も１名が保留、５名が指定非
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該当という意見もありますので、自主規制団体の声も過半数にはいっていませんが、尊重し

て指定非該当でお願いできればと思います。 

○会長 はい。ありがとうございました。次にＦ委員お願いいたします。 

○Ｆ委員 絵を見たところでは性器を白く抜いている場面が多く、体液描写も激しい箇所があ

って、器具などを使用して人格否定の場面があり危険です。指定該当でお願いしたいと思い

ます。 

○会長 はい。ありがとうございました。次にＥ委員お願いいたします。 

○Ｅ委員 はい。確かにコミカルではありますけれども、わざわざ白抜きの男性器を、消して

るっていうよりも白抜きで男性器を描いており、性交シーンをかなり具体的に表しているよ

うに見えます。また全編的に性交シーンも大変多いと思いますので指定該当でお願いいたし

ます。 

○会長 はい。ありがとうございました。次にＧ委員お願いいたします。 

○Ｇ委員 私は指定該当と思います。以上でございます。 

○会長 では会長代理お願いいたします。 

○会長代理 指定該当でお願いします。数は少ないのですが、性的行為を露骨に描写し卑わい

な感じを与えると言わざるを得ない箇所が若干ありますので、指定該当でお願いします。 

○会長 はい。ありがとうございました。最後に私ですが、私も青少年が見るにはふさわしく

ない、指定該当でお願いしたいと思います。全体的には確かに絵柄を散らしたりしているの

で、非常に絵が見えにくいという点はあるのですけれど、性的行為の繰り返しの描写がかな

りの量ございますし、また露骨なシーンがいくつか、本当にこれ修整したと言えるのかなと

いうようなシーンもいくつか散見されます。それからまた薬物を想定させるような表現もあ

ったりしていますので、青少年が見るのにはふさわしくない本だと思います。したがって区

分陳列でお願いしたいと思います。 

  それで、最後に私が意見を言ったところですが、今回は保留の方が１名、非該当の方が２

名ご意見いただいたと思います。ご意見が出た中で追加で意見を言っておきたいという方が

いらっしゃいましたらお願いいたします。はい。どうぞ。 

○Ｊ委員 １点事務局への要望なんですけども、他の委員の方からも青い付箋という話があっ

たと思うんですけども、毎回審査基準に青い付箋付けていただいてるんですけども、付箋の
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多さであったりとかそういう部分で、なかなか公正な判断もできないのかなという部分があ

るので、青い付箋についてはなくてもいいのかなというのが私の意見として、一点要望とし

てあげさせていただければと思います。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。事務局ここで何かございますか。 

○若年支援課長 付箋につきましては、性的な描写がある箇所に、付箋を立たせていただいて

いるというところです。描写の重い軽いみたいなところは考慮せず付けさせていただいてお

ります。こちらについては自主規制団体から付箋を付けて分かりやすくしてほしいという意

見をいただいて、今こういうかたちでやらせていただいているところではございます。 

○会長 ほかの委員の方でご意見ございましたらば、お願いいたします。Ｄ委員。 

○Ｄ委員 自主規制団体が判断しやすいようにというふうに今おっしゃったんですけども、全

編大部分というふうに該当箇所指定されてますよね。つまりこの作品の全編大部分が、いわ

ゆる表現上で青少年には不健全だということをいってるんですね。逆にいうと全編大部分と

いうからこんなにたくさん貼ってあるのかなという感じはするんですけどそれはいかがでし

ょうか。 

○若年支援課長 全編大部分というのは、付箋の数ではなく全編を通じて性的描写が描かれて

いるということで、全編大部分という表現を従前からさせていただいているというところで

ございます。 

○Ｄ委員 意味よく分からないですね。ほとんどが性的シーンにあふれているという意味です

か。 

○若年支援課長 作品全体を通じて性的描写があるというところなんですけども。 

○Ｄ委員 Ｊ委員がおっしゃったような意味で言いますと、全部に付箋を貼るんだったら、じ

ゃあ、貼ってなくてもいいじゃないかというようなことも考えられなくもないですよね。こ

の箇所だということを限定してあれば、そこを見るというかたちになり、その前後を見ると

いうことも考えられるんですけど、こういうふうに全部貼ってあるから、全編大部分ってい

う意味なんだなというような捉え方をしますよ。 

○会長 ほかの方いかがですか。ではＡ委員。 

○Ａ委員 私もこの付箋は必要ないのではないかというふうに思っています。個人が判断を

し、この本自体どう感じるか。卑わい感をこの付箋の数でっていうことではなく、読んだ印
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象で判断するっていうことも必要なのではないかというふうに思います。 

○会長 私もこの何年間審議会の委員をさせていただいていますので、このかたちというの

は、ある意味で見慣れてるといいますか、分かりやすいということで使ってきていますが、

他の委員の方でこの際ご意見を言っておきたいという方がいらっしゃいましたらお願いしま

す。あとは事務局でご検討いただくということにしたいと思います。ご意見のある方お願い

いたします。 

○Ｉ委員 私もここに出させていただいて２年ちょっとになるのですが、この付箋の多さに左

右されるということは今まで一度もなかったので、多いからちょっとおかしいとか、あるい

はなくてもよいのではないかという、その辺はあまり拘らなくてもよいかと。あくまでも個

人の判断ですから。付箋を貼らないということや、付箋が多いということを問題にするのは

少し違うと思います。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。ではＨ委員。 

○Ｈ委員 ありがとうございます。私も参加させていただいてからほぼ全編大部分なので、確

かに全編大部分であればいらないのかもしれないなと思いながらも、一方でこれがもしどこ

かに偏ってるであったりとか、一部であるということであると、またそれはどこかというの

は逆に分からないかなという気もしなくもないので、付箋の必要性の議論はもう少し、なん

ですかね、必要な場合もあるんじゃないかなというのはちょっと思うところであります。私

もＩ委員が先ほど言われたように、別に付箋の量に左右されるというよりは、付箋のある先

を見て判断しているところはあります。付箋の先だけじゃなくて、全体を見て自分の目で判

断しているかなとは思うところです。以上です。 

○会長 ありがとうございました。ではほかにいかがでしょうか。 

○会長代理 事務局の提案の説明、事務局側の根拠という意味では付箋が付いていることは理

解できるのですが、しかし絶対になければいけないというものでもないと思います。ですか

ら、私がここに出席するようになったときはすでにもうそういうことになっていましたけど

も、どういう経緯で付けるようになったのか、先ほど自主規制団体からの要望というお話が

ありましたけども、ちょっとＤ委員のご意見は違うみたいですし、その辺は確認したうえで

報告してもらえればと思います。 

○亀田委員 いいですか。 
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○会長 ではどうぞ。 

○亀田委員 先ほど付箋に影響されないというご意見がございましたけども、自分自身も付箋

が付いてるということで判断に影響を受けることはないと思っています。ただ、Ｈ委員がお

っしゃっておられたように、全編大部分だとするとパッと見てすぐ見つかると思いますが、

そうではないもののときには貼っておいていただけるとありがたいというのはあります。た

だ視点を変えて、これ一つ一つ全部に貼っておられる職員の方の事務負担を考えると、これ

は相当大変だと思います。これだけの人数の冊数分貼るのはちょっと大変な作業かなという

感じもいたします。そういう観点から、見逃してしまうことがないような場合、そういうよ

うなものについてはやめることとし、そうではないものについてだけ、付箋を付けていただ

くとか、職員の事務の合理化という視点も少し入れて検討していただいてもよいのではない

かという感じもいたします。 

○会長 それでは、私の進め方が申し訳なかったのですが、本来は諮問のこの冊子について、

保留、非該当、該当の方いらっしゃる中で追加のご意見ありますかというのがそもそもの議

事の趣旨だったのが、違う議論の方を先に深めてしまいました。この付箋の議論についてほ

かにご意見が特にないようでしたら、事務局で今日の意見を元にしながらご検討をいただ

き、報告してもらうということにしたいと思います。よろしいですか。 

○若年支援課長 これまでの経緯も含めて、事務局で確認しまして、次回審議会でご報告させ

ていただければと思います。 

○会長 はい。それでは元の議事に戻りまして、今回は指定非該当の方が２名、保留の方が１

名いらっしゃるので、その意見をふまえたうえで追加で言っておきたい意見がございました

らお願いいたします。よろしいでしょうか。 

では非該当や保留の方がいらっしゃいますが、多数決でございますので、当審議会として

は今回の１誌について指定で答申をまとめたいと思います。よろしいでしょうか。 

＜「はい」の声あり＞ 

○会長 はい。どうもありがとうございました。それでは事務局からほかに連絡事項ございま

すか。 

○若年支援課長 はい。事務局からでございます。都民の申出につきましては11月はございま

せんでした。 
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なお、次回審議会に諮問予定の映画はございません。 

  事務局からは以上でございます。 

○会長 はい。それでは本日の調査・審議事項はこれで終わりになりますが、何か全体につい

て追加のご意見がございましたら、この場でお願いいたします。よろしいでしょうか。 

では傍聴人の方が再入室されますので、図書名が分かる資料はしまっていただきますよう

お願いいたします。 

＜傍聴人入室＞ 

○会長 それでは議事を再開いたします。事務局からご説明をお願いします。 

○若年支援課長 はい。まず本日の審議でございますが、不健全図書１誌について諮問を行

い、１誌を東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項に該当する、不健全な図書

類として指定することが適当であるという答申となりました。 

また本日、審議会に報告した都民の申出はございません。 

不健全図書の告示予定日は令和３年12月17日金曜日、プレス発表は告示日前日の令和３年

12月16日木曜日となります。告示日若しくは告示日の前日まで不健全図書類の名称の公開を

お控えいただくよう、お願い申し上げます。 

最後に次回の審議会についてご案内でございます。 

次回は令和４年１月11日火曜日の15時30分から、場所は今回と同じこの会場を予定してお

ります。 

以上でございます。 

○会長 それでは本日の審議会はこれで終了といたします。この１年間委員の皆さま、ご協力

いただき本当にありがとうございました。では以上でございます。 

午後４時23分閉会 


